
 

 

                                                                       
 

 

 

〔主 催〕   中国経済産業局，島根大学産学連携センター 

〔日 時〕   平成２０年１２月３日（水） １３：３０－１６：００ 

〔場 所〕   島根大学 生物資源科学部 ３号館 ２階 マルチメデイア演習室２ 
（〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060） 

〔対 象〕   島根大学の教職員・学生、及び、公設試験研究機関や島根県等の職員・知財関係

者ほか 

 

〔概 要〕 
♦ 農林水産分野の特許について、専門家による講義により特許取得等活動の注意点等をご理解い

ただき、今後の対応に役立つ全体的な情報を取得していただきます。 

 

〔講 師〕  青山特許事務所 弁理士 松谷 道子氏 
 

〔カリキュラム〕 

 

〔参加費〕 無料 

 

〔参加申込み・問合せ先〕 

参加申込みは、12 月 1 日（月）正午までに、メールで下記へお願い致します。 

国立大学法人島根大学産学連携センター 

e-mail：crcenter@ipc.shimane-u.ac.jp 

Tel：0852-60-2290 

以上 

 時 間 項 目 内 容 

（１） 

13：30 

特許って何？ 

１．何のために特許をとるのか？ 

２．特許を受ける権利 

３．特許を受けることができる発明 

４．研究・論文作成から特許出願、権利取得へ 

（２） 

 

何が特許になっている？ 水産、農業関係の特許の実例 

（３） 

 

特許出願しよう 

１．発明の把握 

２．特許出願書類（明細書、請求の範囲、図面）の作成 

３．論文から特許出願明細書へ 

(４) 

 

 

 

15：30 

外国出願について 国際的な特許の基本的考え方 

(５) 

15：30 

 

 

16：00 

質疑応答  

平成２０年度 島根大学 知的財産セミナー  

■ 研究者向け 農林水産分野特許セミナー ■ 


